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1	 はじめに

1）	 大学におけるディープテック・スタートアップ	

	 創出の意義

　昨今、政府のスタートアップ政策の後押しおよび、

大学等の外部資金獲得の必要性の高まりを受け、研

究成果の社会実装の手段としてスタートアップの創

出に意欲的な大学が増えている。

　国全体としてスタートアップ育成 5 か年計画※ 1

をはじめ、スタートアップの創出・育成に力を入れ

る中で、経済産業省を中心に、一つの注力分野とし

てディープテックへの支援を強化している。スター

トアップ育成 5 か年計画の中でも、ディープテック

のスタートアップ向けの支援を拡充していく方針が

記載されている。

　ディープテックとは、特定の自然科学分野での研

究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であ

り、その事業化・社会実装の実現により、国や世界

全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にイ

ンパクトを与えられるような潜在力のある技術※ 2

を指す。ディープテック・スタートアップのビジネ

スのコアとなるシーズは主に研究機関において生ま

れた高度で先進的な研究成果である。大学はその中

心的な存在として自大学の高度な研究成果を積極的

にスタートアップに技術移転していくことが求めら

れている。

　大学にとっては、ライセンス等の技術移転による

ディープテック・スタートアップ創出は外部資金獲

得の有効な一手段である。現状、日本の大学が民間

から獲得できる外部資金としては、民間企業との共

同研究や受託研究等で得られる研究費が主となって

いるが、技術移転による収入も大きな外部資金源の

一つとなり得る。例えば、米国ではスタンフォード

大学が 2023 年度に 5,900 万 US ドルのライセン

ス収入を得ているという顕著な例も見られる※ 3。

　大学の研究成果の技術移転先は、一定程度安定し

た事業基盤を有する既存企業、または、スタートアッ

プの主に二つの選択肢が検討可能である（図表 1）。

研究成果のうち、すでに研究開発が進んでいる実用

化が近い技術については、既存企業へのライセンス

や譲渡によって効率的に社会実装が進むと想定され

る。一方、研究成果の中には、学術的に優れている

ものの、大学での研究時点では実用化における研究

開発要素が多く残るものも多い。

※ 1　内閣府「スタートアップ育成 5 か年
計画」2022 年
※ 2　経済産業省「ディープテック・スター
トアップ支援事業について」2023 年
※ 3　米スタンフォード大学「Stanford 
Facts 2024」
ht tps://facts .stanford.edu/wp-
content/uploads/sites/20/2024/01/
Stanford-FactBook2024_WEB.pdf

https://facts.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/20/2024/01/Stanford-FactBook2024_WEB.pdf
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　このように既存企業のみへの技術移転を想定して

いる場合には埋もれてしまうと想定される研究成果

を、スタートアップへ技術移転することで、集中的

なリソース投下を行って事業化に必要な研究開発・

事業成長を推進し、社会実装機会および獲得できる

外部資金の拡大の可能性を広げることができる。

　また、大学がスタートアップへの技術移転を行う

際の対価については、現金での取得だけではなく、

株式・新株予約権（以下、株式等）での取得も国の

政策で推奨されている※ 4。株式等で対価を取得する

場合、スタートアップのエグジットに伴う株式等の

流動化により、スタートアップの成長次第では、現

金で固定された金額または料率で対価を取得するよ

りも最終的に得られる金銭的メリットが格段に大き

くなる可能性がある。このように、大学として戦略

的にディープテック・スタートアップ創出を行うこ

とは、外部資金獲得の観点で有効な手段であるとい

える。

2）	 本稿の狙い

　前段で記載の通り、ディープテック・スタートアッ

プ創出・支援における大学自身にとっての重要性お

よび大学に対する社会からの期待が強まる中、日本

の大学では、その重要性および期待に呼応して、一

定程度のスタートアップ支援策が拡充されてきた段

階にある。その結果、大学発スタートアップおよび

研究開発型スタートアップの数は年々増えており、

2023 年度には大学発スタートアップは 4,288 社に

上り、その 49% が研究開発型スタートアップとなっ

ている※ 5。しかし、日本の大学により提供されてい

るディープテック・スタートアップ支援策は、より

多くの研究成果を社会実装に結び付けるという観点

から、質・量の両面で不十分な点も多い。

		図表 1	 大学等からの技術移転の全体像

  出所） UNITT・一般社団法人大学技術移転協議会ウェブサイト

※ 4　内閣府、文部科学省、経済産業省「大
学知財ガバナンスガイドライン」（2023
年）など
※ 5　経済産業省「令和５年度産業技術
調査（大学発ベンチャー実態等調査）報
告書」2024 年
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　そこで、本稿ではまず、ディープテック・スター

トアップの特徴を踏まえ、ディープテック・スター

トアップの成長に必要な支援を整理する。また、今

後、より多くの日本の大学から技術移転されたシー

ズを社会実装をしていくために、欧州大学の大学発

スタートアップ支援策を参照し、日本の大学の支援

策において拡充することが有効であるポイントを論

じる。

2	 ディープテック・スタートアップに求められる	

	 支援と、日本の大学のスタートアップ支援の課題

　本章では、ディープテック・スタートアップの成

長段階とその段階ごとに必要となる支援を整理した

うえで、各段階における大学の役割を整理する。ま

たその役割に照らして、日本の大学のスタートアッ

プ支援の現状の課題について論じる。

1）	 ディープテックをシーズとするスタートアップ	

	 の成長段階と求められる支援

　ディープテック・スタートアップは、研究開発の

成果の獲得やその事業化・社会実装までに長期間を

要することにより不確実性が高い、事業化までに多

額の資金を要する、事業化・社会実装に際しては既

存のビジネスモデルを適応できない、という特徴※ 6

がある。こういった特徴を乗り越え、ディープテッ

ク・スタートアップが成長軌道に乗りシーズの社会

実装を達成していくためには、IT・SaaS 系のビジ

ネスを展開するスタートアップと比較し、多額の資

金および外部連携・支援が必要である。成長の各段

階でスタートアップにとって必要な外部連携・支援

の内容は異なるため、スタートアップ・エコシステ

ムに参画する多様な主体がそれぞれの役割を担い、

連携・支援を行う必要がある（図表 2）。

		図表 2	 ディープテック・スタートアップの成長段階における求められる支援、支援提供者

  出所） 経済産業省「ディープテック・スタートアップ支援事業について」（2023 年）を基に NRI 作成

※ 6　経済産業省「ディープテック・スター
トアップ支援事業について」2023 年
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2）	 大学に求められるディープテック・スタート	

	 アップ支援と日本の大学による支援の課題

　ディープテック・スタートアップが資金調達を行

いリード投資家を中心とするベンチャーキャピタ

ル（以下、VC）からの各種経営支援の提供が開始

されるまでの、「ディープテック（技術シーズ）の

創出」および「起業・プレシード」段階においては、

大学が支援の中心的な担い手となる必要がある。 

「ディープテック（技術シーズ）の創出」および「起

業・プレシード」段階における大学が提供すべき支

援、および日本の大学による支援の状況を図表 3 に

整理した。①～⑦の各支援の日本の大学の課題につ

いては、以下の通りである。

（1）	「ディープテック（技術シーズ）の創出」段階	

	 における支援

①	 研究支援における課題（社会実装観点からの研	

	 究支援人材の不足）

　この段階における大学の最も大きな役割は、研究

開発の推進によって先進的かつ高度な研究成果を生

み出すことであり、研究者の研究活動そのものを

支援していくことが重要である。産学連携担当者や

URA（リサーチ・アドミニストレータ―）など、各

大学で研究者の産学連携や研究資金の獲得の支援を

主務とする担当者が、論文等を通して自身の研究成

果を発表することが主務である研究者に対し、社会

実装の観点を踏まえ、研究成果の用途発想や競合

		図表 3	 創出～起業・プレシード段階で求められる大学の支援と、日本の大学の支援の課題

  出所） 各種ウェブサイトを基に NRI 作成
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シーズに対する技術的優位性を整理したうえで今後

の研究方針に対するアドバイスを行ったり、共同研

究パートナー候補の探索・マッチングなど産学連携

に関する支援を提供したりすることが重要である。

　日本においては、外部資金獲得必要性の高まりを

背景として、上記の支援の拡充が国立大学を中心に

試みられているが、研究者に対し個別に十分な支援

を提供するために必要な人材が確保できていない大

学が多いという現状がある。

②	 事業化の成功可能性を示すために必要な資金提	

	 供における課題（ファンド規模の不足）

　大学の研究室で生まれる技術シーズは、学術的に

先進性があり高度であるものの、新しい事業に活用

するという観点から技術的優位性および適用可能性

を検証する必要がある。この検証結果は、VC など

の投資家がその事業の成功可能性を測り、投資の意

思決定を行うための材料としても必須である。具体

的な活動としては、概念検証（PoC）や技術の優位

性を示すためのデータ整備、試作品製作等を実施し

ていくことになるが、これらは純粋な学術研究とは

異なるため、通常の研究活動の費用では賄い難く、

別途資金が必要となる。

　現状、一部の国内大学ではこのような用途向けの

GAP ファンドが整備されているが、大学・研究機

関の GAP ファンド数は日本は 25、米国では 125

と、米国と大きな開きがある※ 7。まずは可能性のあ

るシーズに対し幅広くファンディングし、社会実装

につながり得る有望なシーズをできる限り多く洗い

出すという発想が必要である。そのためにも、日本

の大学はさらに大規模なファンディングを提供して

いく必要がある。

（2）	「起業・プレシード」段階における支援

③	 大学内シーズの積極的発掘における課題（大学	

	 の自発的なシーズマーケティングの不足）

　大学にとっては、外部資金獲得が技術移転の主目

的の一つであるという前提に立つと、大学自身が自

発的に大学の保有するシーズの事業化シナリオを検

討し、研究開発を促進できる適切なスタートアップ

への技術移転を積極的に行っていく必要がある。

　現在の日本では、研究者や学生を中心とする起業

志望者から技術移転を受けたいという申し出があっ

た際に個別に対応するなど、大学としては受け身の

技術移転となっているケースが多い。背景には、学

内シーズの技術的特徴を理解し研究者と議論をしな

がら、効果的な技術移転先を検討するマーケティン

グを行うことができる人材やノウハウが大学内に不

足していることに加え、研究開発型スタートアップ

として立ち上げられたうち、社会実装という形で成

功にたどり着くのは一握りである中で、研究者に対

してスタートアップへの技術移転を働きかけていく

ことは、大学としてもハードルが高いという実情が

ある。

④	 特許出願等の法務・各種手続きの実施に係るサ	

	 ポートにおける課題（スタートアップのビジネ　	

	 スへの影響についての検討の不足）

　ディープテック・スタートアップの主な競争力の

源泉は、大学から移転される先進的な技術およびそ

の技術を基にした研究成果であるため、それらを知

的財産化し、自社のみが独占して活用できる状態を

つくることが必須である。

　知財は、スタートアップのビジネスモデルや、事

※ 7　経済産業省「第 4 回 産業構造審議会 
経済産業政策新機軸部会 資料」2022 年
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業化の際に製品の中でどのように活用されるか、な

どについて十分検討したうえで、戦略的にその権

利範囲の確保を行っていく必要がある。日本の大学

でも大学の知財部や TLO（Technology Licensing 

Organization、技術移転機関）などの外部組織を

活用し、特許出願から知財の管理・運用などのサポー

トを行う体制が一部の大学で整備されているもの

の、そういった本質的な検討を十分に行ったうえで、

知財化を行いスタートアップへの積極的な技術移転

につなげられている大学は多くない現状がある。　

⑤	 スタートアップへの知財ライセンスにおける課題

	 （「スタートアップフレンドリー」な仕組みの未	

	 整備）

　将来的なスタートアップの成長に資する技術移転

という観点では、対価設定および実施権の種類、加

えて各種ライセンス条件の方針に関する事前の予見

可能性など、「スタートアップフレンドリー」な条

件をそろえ、知財ライセンスを実施していくことが

重要である※ 8。

　大学発スタートアップへの技術移転の重要性や、

その特有の事情を考慮した対応が必要であるという

認識が広まってきている段階ではあるものの、「ス

タートアップフレンドリー」な技術移転実務が仕組

みとして整備されている大学は国内では現状ほとん

どない。そのため、スタートアップとの知財ライセ

ンス交渉が煩雑になり大学の負担が重いことに加

え、スタートアップにとっても、成功のカギとなる

スピーディーなビジネスの推進の障壁となっている。

⑥	 起業に必要な資金の援助等、資金面での支援に	

	 おける課題（直接的・間接的な資金面での支援	

	 の不足）

　スタートアップは起業後、資金調達を行い事業成

長を目指してまい進していくこととなる。ディープ

テック・スタートアップ特有の巨額の必要資金を主

にリスクマネーで調達する戦略を取るのが一般的で

あるが、現状日本では大学 VC は運用期間が比較

的長期であるものの、多くの民間 VC の運用期間

は 10 年程度であるなど、ディープテック・スター

トアップの研究開発や成長を長期的に支えるための

シードラウンド以降を見据えたリスクマネーの供給

が十分ではない※ 9 状況がある。そのため、大学自

体が資金面での支援を提供することも一手段である

ことに加え、より後段の資金調達ラウンドに参加す

る投資家を探索しスタートアップとつなぐなど、継

続的な資金調達に対する支援を行うこともディープ

テックを社会実装するという点では重要である。

　日本では、大学が、GAP ファンドとシードでの

資金調達のはざまとなる起業時に必要な資金面での

支援や、直接的に投資などの資金援助をするケース

はいまだまれである。また、創業時の大きな支出の

一つである技術移転対価について支払い方法での柔

軟な対応をするなど、間接的なサポートを行う実務

も一部の大学のみでしか広まっていない。加えて、

技術移転以降の資金調達をシームレスにつなぐ仕組

みや取り組みの例は、ほぼないとみられる。

⑦	 資金調達、事業戦略、知財戦略等の戦略面での	

	 支援における課題（スタートアップ専門の支援	

	 組織の未整備）

　ディープテック・スタートアップは、資金不足に

陥るまでの残存期間（ランウェイ）を考慮し研究開

※ 8　本田和大・森谷美祐「大学による技
術移転・ライセンスをスタートアップの創
出・成長につなげるために」NRI パブリッ
クマネジメントレビュー 2024 年 3 月号
※9　経済産業省「第 4 回 産業構造審議会 
経済産業政策新機軸部会 資料」2022 年
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発の成果を出していくことが求められる。加えて、

他社との競争において、ビジネス上の競合優位性を

築きビジネスの基盤を確たるものとする事業戦略・

知財戦略も必要となる。

　こういった点に関する支援は、シード期に入り

VC からの資金調達を達成した後は、リード投資家

を中心とする VC から提供されることが多いが、資

金調達戦略や知財戦略は、資金調達前の検討や対応

がその後のスタートアップの成否を大きく左右する

こともあるという点で、創業時の支援の重要性が非

常に高い。創業間もないディープテック・スタート

アップは各種戦略の検討や、その経営への反映を行

うにあたり外部の支援を活用することとなるが、資

金基盤の観点から、各サービスに対し金銭的な対価

を多く支払うことは難しいため、大学からの支援提

供が有効である。また、ディープテック・スタート

アップにおいては、研究開発自体や事業戦略の検討

にアカデミックな知見が必要となるため、VC から

提供することが難しいこの点は特に大学による支援

の必要性が高いといえる。

　大学の産学連携系セクションや知財系セクション

において、スタートアップの戦略面への助言などの

支援を行う担当者が存在する大学もあるものの、多

くの日本の大学ではこうした支援業務を専門とする

セクションや担当者を設けることをしていない。

3	 欧州に見る大学による大学発スタートアップ支	

	 援策の好事例

　本章では、2 章で整理した日本の大学の支援の課

題を踏まえ、今後、スタートアップへの技術移転に

よるシーズの社会実装をさらに促進するために、ど

のように支援を拡充させることができるか、特にス

タートアップを成長させるにあたっての支援の質が

重要である「起業・プレシード」段階について、欧

州の大学における大学発スタートアップ支援施策の

特徴的な好事例を取り上げて検討する。欧州は、ス

タートアップ・エコシステムの成熟度合いの観点で、

米国と比較してより日本と近く、次の成長段階へ移

行していくための日本の取り組み検討において参考

にしやすいと考えられる※ 10。

　なお、欧州における「大学発スタートアップ」の

定義は日本における一般的な定義と一致していない

ケースも見受けられるため、今回は各大学が「大学

発スタートアップ」や「大学発スピンオフ」「大学

発スピンアウト」「アカデミックスピンアウト」と

称するスタートアップを対象とする施策を中心に事

例を紹介する。

　3 章で取り上げる各大学の基本情報と取り組みの

特徴は、図表４の通りである。図表３で整理した大

学に求められている支援の種類③～⑦との対応につ

いても参照されたい。

1）	 ルーヴェン・カトリック大学

（1）	「KU	Leuven	Research	&	Development			

	 （LRD）」による技術移転と「Gemma	Frisius		

	 Fund（GFF）」によるファンディングの密な連携

　ルーヴェン・カトリック大学では「KU Leuven 

Research & Development （以下、LRD）」 の知財

部門が大学発スタートアップに対して、知財保護の

全プロセスを通じて法務面からサポートを行って

※ 10　Starup Genome 社「The 
Global Startup Ecosystem Report 
2024」において、東京（日本）は世界
10 位であるのに対し、ベルリン（ドイツ）
は世界 15 位、欧州内 4 位である。ヘル
シンキ（フィンランド）は世界 40 位、欧
州内 9 位、ブリュッセル（ベルギー）は欧
州内 17 位である
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いる。LRD は、1972 年に設立され、欧州で最も

歴史がある技術移転オフィス（TTO）の一つであ

る。LRD は、特許、著作権、商標など、さまざまな

形態の知財権に関する深い知識と専門知識を有する

チームで構成されており、具体的には特許出願に係

る意思決定のサポートや関連する既存の特許文献へ

のアクセスの提供、特許の保護戦略、特許出願書類

の作成や手続きのフォロー、特許出願費用の負担、

その特許に関する NDA（秘密保持契約）や MTA

（Material Transfer Agreement）などの契約交渉

などを大学が全面的に担っている。

　加えてこの LRD は、シード期のスタートアッ

プへの投資に特化したファンド「Gemma Frisius 

Fund（以下、GFF）」と密に連携している。GFF は、

1997 年にルーヴェン・カトリック大学・KBC プラ

イベートエクイティ・BNP パリバ・フォルティス・

プライベートエクイティの合弁事業として設立され

たファンドで、シード期のルーヴェン・カトリック

大学発スタートアップに資金を提供することを目的

に設立された。LRD の活動と GFF の運営は密接に

関わっており、LRD が GFF に対して投資先候補の

スタートアップ企業の情報を提示することで、GFF

が LRD とともにスタートアップのビジネスモデル

等を評価し、適宜アドバイスを加えながら投資（通

常 7 ～ 10 年ほどの期間）を積極的に行う流れになっ

ている。

（2）	ルーヴェン・カトリック大学の取り組みの特徴

　大学が学内の研究者に対して、知財の保護に関す

るアドバイスや外部との契約交渉を行うことは日本

		図表 4	 各大学の基本情報と取り組みの特徴

  出所） 各大学ウェブサイトより NRI 作成
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の大学においても珍しくないが、LRD は大学の他の

部門とは独立した TTO として運営されており、既

述の通り知財に関係する多様な支援メニューを取り

そろえている点で特徴的である。これらの支援内容

は、知財のエキスパートで組成された LRD だから

こそ実現できるラインアップであり、大学の研究の

特許出願・取得に係る一連の手続きを力強くサポー

トするユニークな取り組みといえる。

　また、大学と地域の金融機関 2 社で設立された

ファンドである GFF と、LRD が密接に連携を取っ

ている点も特徴的である。TTO である LRD は大学

の研究と技術移転の専門知識をもち、二つの金融機

関は財務および投資の専門知識をもっている。これ

らを組み合わせることで、スタートアップのビジネ

スモデルに対する評価や助言を可能にし、スタート

アップへの機動的な技術移転とその直後の資金調達

をセットで実現することができる。不可分の関係に

ある技術移転とファンディングをセットで提供して

いくには、LRD と GFF のような密な連携が求めら

れる。日本の大学も、技術移転をゴールとするので

はなく、その先にあるスタートアップの資金調達も

視野に、ファンド等への接続を積極的に行っていく

ために、ファンドへのスタートアップに関する積極

的な情報提供、および研究成果に関する専門的見地

からビジネスプランに対する助言や調整を行ってい

くことが求められる。

2）	 アールト大学

（1）	大学発スタートアップに対する投資・資金面で	

	 のバックアップ

　フィンランドのアールト大学では、①大学の知

財を基に事業化を目指すシード期の大学発スター

トアップに対して、技術移転の対価として 10 ～

19.9% の株式を大学として取得するケースがある。

この割合は企業価値に対するその知財の推定貢献度

によって変動するが、株式での支払いによる技術

移転を可能とすることで大学発スタートアップが

ビジネスの初期に多額の現金を用意する負担を和

らげることを企図している。また、②アールト大

学の最高財務責任者（CFO）は、事前に設定され

た基準に基づいて、最大 5 万ユーロまでの転換社

債（CB）の形でのスタートアップへの投資を決定

することがある。アールト大学は①②の方針を「IP 

Commercialization Policy」 と し て 公 開※ 11 し、

初期に多額の資金を必要とする大学発スタートアッ

プを資金面から強力に支援している。

（2）	アールト大学の取り組みの特徴

　①大学が 10 ～ 19.9% の株式を取得する場合に

は、大学はスタートアップのエグジット時にその株

式を売却して現金を受け取ることができるため、ス

タートアップの成長に応じたリターンが大学にも

見込めることとなる。加えて、大学がポリシーとし

て、技術移転の対価に必要とする株式の割合をあら

かじめ発信している点は、米国の大学の取り組みに

も多く見られ※ 12、初期の資金が必要な大学発スター

トアップにとって、技術移転に係る支払いの目安と

なり、資金計画が立てやすくなるメリットもあるだ

※11　「Aalto University IP 
Commercialization Policy」2024 年 1月
※ 12　大学がライセンスに際する詳細な
条件をあらかじめ公開し、スタートアップ
にとっての「予見可能性」を高める取り組
みは、米国の大学でよく見られる。実際
の米国の事例については、本田和大・森
谷美祐「大学による技術移転・ライセン
スをスタートアップの創出・成長につなげ
るために」NRI パブリックマネジメントレ
ビュー 2024 年 3 月号を参照されたい
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ろう。②の CB の選択肢と合わせて、大学が初期の

大学発スタートアップに対して行う投資の種類につ

いてポリシー等で公開していくことは、起業後間も

ない大学発スタートアップにとって、大学からの技

術移転に際する条件の選択肢が多く示されるのみな

らず、ビジネスプランニングを助けることにもつな

がっていると見ることができる。

　日本の大学の場合、そもそもスタートアップから

技術移転の対価として株式等を受け取るケースはい

まだ多くないと思われるが、アールト大学のように、

技術移転に際する条件をあらかじめ大学が公開する

こと、また CB 等によって別途大学が投資するケー

スがあることを宣言することで、大学から技術移転

を受ける場合にどれくらいの対価を支払う必要があ

るか、またどのような投資を受けられる可能性があ

るのか、スタートアップがより予見できるようにす

ることが望ましい。

3）	 ミュンヘン工科大学	(TUM)

（1）	UnternehmerTUM	GmbHとの連携による、	

	 スタートアップへの事業化に向けた戦略面のコ	

	 ンサルティング

　TUM では、スタートアップへの技術移転に関す

る支援を「研究資金と技術移転のためのオフィス

（TUM ForTe）」という部局が担当しており、大学

に隣接する民間企業である「UnternehmerTUM 

GmbH※ 13」と緊密に連携することでさまざまな起

業支援を提供している。支援メニューの一つである

「TUM Gründungsberatung」では、初期のアイ

デア段階から市場参入の段階まで起業に関するすべ

ての主要な段階でアドバイスを提供している。例え

ば、ビジネスモデル開発や事業計画の策定、資金調

達に対するアドバイスに加えて、「EXIST プログラ

ム」や「Go-Bio」（いずれも大学・研究機関からの

起業支援を目的としたファンディングプログラム）

といった支援金獲得に向けたサポートや、大学内機

関（特許・ライセンス部門など）との調整等もカバー

している。

　他にも、ディープテックの領域ごとに大学内に設

置されたラボである「TUM Venture Labs」の施

設や、「UnternehmerTUM」のプログラムに関係

するスタートアップおよび企業パートナーが入居で

きる「Munich Urban Colab」などの、物理的拠

点の提供も行っている。

（2）	ミュンヘン工科大学の取り組みの特徴	

　もともとは「UnternehmerTUM」の創業者が、

米国のスタンフォード大学をモデルにしてドイツ

に起業家支援のためのセンターを設立することを

提言したことをきっかけに「UnternehmerTUM 

GmbH」が設立された経緯がある。その後、大学

が「UnternehmerTUM」主催のセミナーへの参加

を大学の単位として認めるようになったことでセミ

ナーの規模を拡大していき、大学の学生や研究者が

起業する際の支援を行う今の形に進化した。大学と

※ 13　UnternehmerTUM GmbH と
は、2002 年に有限会社として設立され
た起業支援のための機関で、ミュンヘン
工科大学のアン・インスティテュート（An-
Institut：法的に大学から独立し営業活動
を行うが、大学とは近しい関係にある機
関）として位置付けられる機関である。
350 人を超える職員を要する、大規模な
起業支援組織である。実績として、年間
50 件を超える高成長の技術系スタート
アップを創出している（出所：国立研究開
発法人科学技術振興機構 調査報告書「ス
タートアップエコシステムと大学～技術分
野、国の政策、大学の戦略の視点から～」
2023 年）
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外部の起業支援組織が密に、そして柔軟に既述のよ

うな連携を行い、スタートアップにとって必要な支

援を提供することで、創業から出口戦略まで切れ目

のないサポートを実現できている。

　日本の大学も、大学内で完結することが難し

い支援については、積極的に大学関連機関や民

間 企 業 と 連 携 し て い く こ と で ス タ ー ト ア ッ プ

向けの支援メニューを拡充させやすくなること

が期待される。ミュンヘン工科大学のように、

「UnternehmerTUM」主催のセミナーへの参加を

大学の単位として認める施策は、連携促進のための

具体的な対応の一つといえよう。

4	 おわりに

　大学においてスタートアップを創出するための基

本的な仕組みが整いつつある一方、実際に大学から

技術移転され創出されたスタートアップがエグジッ

トおよびそのシーズの社会実装にたどり着いた例

は、日本ではまだ事例に乏しい。今後、創出された

ディープテック・スタートアップが実際に社会実装

を実現できるかどうか、そのために大学に求められ

る支援とは何か、支援の「質」が求められる段階に

入るだろう。

　スタートアップによる社会実装が適しているシー

ズを積極的に発掘し技術移転を行い、その成長を本

質的に支援すること、および、その事業成長やエ

グジット・社会実装まで見据えた有機的なサポート

が大学により実施されることにより、スタートアッ

プ創出数が増加するだけではなく、日本のディープ

テック・スタートアップのエコシステムがより発展

することを期待したい。

　本稿における検討が、スタートアップ創出に取り

組む大学や、大学発スタートアップ関連政策の担当

者の一助となることを祈念し、本稿を締めくくりた

い。

（監修：駒村  和彦）
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